
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
六
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(919)

(927)

(875)

(918)

(883)

(926)

(874)

(881)

リ
バ
ー
ロ
キ
サ
バ
ン

(882)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(873)

(880)

(869)

(872)

(876)

(879)

(868)

(874)

リ
ド
カ
イ
ン
・
プ
ロ
ピ
ト
カ
イ
ン

(875)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(867)

(873)

(683)

(866)

(689)

(872)

(682)

(687)

ブ
リ
モ
ニ
ジ
ン

(688)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(681)

(686)

(269)

(680)

(274)

(685)

(268)

(272)

５
価
経
口
弱
毒
生
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

(273)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(267)

(271)

(192)

(266)

(196)

(270)

(191)

(194)

ガ
バ
ペ
ン
チ
ン

エ
ナ
カ
ル
ビ
ル

(195)



第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(190)

(193)

(111)

(189)

(114)

(192)

(110)

(112)

エ
ス
ゾ
ピ
ク
ロ
ン

(113)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(109)

(111)

(28)

(108)

(30)

(110)

(27)

(28)

ア
ト
バ
コ
ン

(29)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(26)

(27)

(13)

(25)

(14)

(26)

(12)

ア
ジ
ル
サ
ル
タ
ン

(13)


